
告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
十
五
号 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
申
請
書
が
提
出
さ
れ

た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
し
、
当
該
申
請
書
及
び
同
条
第
三
項
の

当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い

て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
埼
玉
県
知
事

に
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
六
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

 
 

オ
リ
ッ
ク
ス
資
源
循
環
株
式
会
社 

 
 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
三
ケ
山
三
百
十
三
番
地 

 
 

代
表
取
締
役 

有
元
健
太
朗 

二 

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所 

 
 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
三
ケ
山
字
上
田
二
百
四
十
五
番
外
六
筆 

三 

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類 

 
 

一
般
廃
棄
物
の
ご
み
処
理
施
設
（
焼
却
施
設
） 

四 

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
の
種
類 

 

イ 

一
般
廃
棄
物 

家
庭
系
一
般
廃
棄
物
（
不
燃
物
を
含
む
。
）
、
事
業
系
一
般
廃
棄
物
（
不
燃
物
を
含
む
。
）
、 

 

し
尿
及
び
浄
化
槽
汚
泥 

 

ロ 

特
別
管
理
一
般
廃
棄
物 

 
 

 

ば
い
じ
ん
（
ご
み
処
理
施
設
の
集
じ
ん
施
設
で
生
じ
た
も
の
（
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し 

 
 

た
も
の
を
含
む
。
）
）
、
ば
い
じ
ん
又
は
燃
え
殻
（
い
ず
れ
も
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別 

 
 

措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
の
特
定
施
設
で
あ
る
廃
棄
物
焼
却
炉
か
ら
生
じ
た 

 

 
 

も
の
で
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
三
ナ
ノ
グ
ラ
ム
パ
ー
グ
ラ
ム
を
超
え
て
含
有
す
る
も
の
（
処 

 
 

分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
を
含
む
。
）
）
、
汚
泥
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置 

 
 

法
の
特
定
施
設
で
あ
る
廃
棄
物
焼
却
炉
か
ら
発
生
す
る
ガ
ス
を
処
理
す
る
施
設
を
有
す
る
工 

 
 

場
又
は
事
業
場
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
で
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
三
ナ
ノ
グ
ラ
ム
パ
ー
グ
ラ 

 
 

ム
を
超
え
て
含
有
す
る
も
の
（
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
を
含
む
。
）
）
及
び
感
染 

 
 

性
一
般
廃
棄
物 

五 

申
請
年
月
日 



 
 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

六 

縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
時
間 

七 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
一
月
十
六
日
か
ら
同
年
二
月
十
六
日
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
） 

八 

意
見
書
の
記
載
事
項 

 

イ 

意
見
書
を
提
出
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代

表
者
の
氏
名 

 

ロ 

意
見
書
を
提
出
す
る
理
由 

 

ハ 

生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見 

九 

意
見
書
の
提
出
期
間 

 
 

令
和
六
年
一
月
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
一
日
ま
で 

十 

意
見
書
の
提
出
方
法 

 

イ 

日
本
語
に
よ
る
こ
と
。 

 

ロ 

持
参
又
は
郵
送
（
令
和
六
年
三
月
一
日
消
印
有
効
） 

十
一 

意
見
書
の
提
出
先 

 
 

埼
玉
県
北
部
環
境
管
理
事
務
所
（
郵
便
番
号
三
六
〇
―
〇
〇
三
一 

埼
玉
県
熊
谷
市
末
広
三 

 

丁
目
九
番
一
号
） 

 

東
秩
父
村
保
健
衛
生
課 

 

小
川
町
環
境
農
林
課 

 

深
谷
市
環
境
水
道
部
環
境
課 

 

寄
居
町
生
活
環
境
エ
コ
タ
ウ
ン
課 

 

埼
玉
県
東
松
山
環
境
管
理
事
務
所 

 

埼
玉
県
北
部
環
境
管
理
事
務
所 

 

埼
玉
県
環
境
部
資
源
循
環
推
進
課 

縦 

覧 

場 

所 

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で 

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で 

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で 

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で 

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で 

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で 

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で 

縦 

覧 

時 

間 


